
議第165号

平成24年度岐阜県一般会計補正予算（第 5 号）

第 1条

765,511,355千円とする。

第 2条

第 3条

第 4条

平 成 24 年 12 月 12 日 提 出

岐阜県知事 古 田 肇

1

平成24年度岐阜県一般会計補正予算（第 5号）は、次に定めるところによる。

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,947,681千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、｢第 1表歳入歳出

予算補正」による。

繰越明許費の変更は、｢第 2表繰越明許費補正」による。

地方債の変更は、｢第 3表地方債補正」による。





第 1 表 歳入歳出予算補正

（単位 千円）

3,177,743 9,112

1 分 担 金 81,985 1,500

2 負 担 金 3,095,758 7,612

80,589,803 984,605

2 国 庫 補 助 金 35,261,805 984,605

63,770,603 364

7 雑 入 3,040,563 364

132,605,000 953,600

1 県 債 132,605,000 953,600

483,420,525

763,563,674 1,947,681

3

歳 入 合 計 765,511,355

133,558,600

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 483,420,525

3,040,927

15 県 債 133,558,600

36,246,410

14 諸 収 入 63,770,967

3,103,370

9 国 庫 支 出 金 81,574,408

7 分 担 金 及 び 負 担 金 3,186,855

83,485

歳 入

款 項 既 定 額 補 正 額 計



4

39,389,500 245,500

4 農 地 費 11,783,217 95,500

5 林 業 費 18,962,617 150,000

82,764,713 1,702,181

2 道 路 橋 り ょ う 費 53,574,664 888,647

3 河 川 費 12,099,202 813,534

641,409,461

763,563,674 1,947,681

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額 641,409,461

歳 出 合 計 765,511,355

54,463,311

12,912,736

19,112,617

8 土 木 費 84,466,894

6 農 林 水 産 業 費 39,635,000

11,878,717

歳 出

款 項 既 定 額 補 正 額 計



第 2 表 繰越明許費補正

（単位 千円）

4 農 地 費
経 営 体 育 成 基 盤
整 備 事 業 費

120,000
経 営 体 育 成 基 盤
整 備 事 業 費

県 営 中 山 間 地 域
総 合 整 備 事 業 費

278,000
県 営 中 山 間 地 域
総 合 整 備 事 業 費

5 林 業 費 治 山 事 業 費 485,405 治 山 事 業 費

2 道路橋りょう費 橋 り ょ う 補 修 費 566,901 橋 り ょ う 補 修 費

一 般 国 道 改 築 費 639,300 一 般 国 道 改 築 費

地 方 道 改 築 費 1,605,600 地 方 道 改 築 費

3 河 川 費 広 域 河 川 改 修 費 417,501 広 域 河 川 改 修 費

総 合 治 水 対 策
特 定 河 川 事 業 費

100,500
総 合 治 水 対 策
特 定 河 川 事 業 費

5

997,601

250,600

929,928

1,885,619

635,405

8 土 木 費 884,901

6 農林水産業費 185,500

308,000

款 項

補 正 前 補 正 後

事 業 名 金 額 事 業 名 金 額





（単位 千円）

限度額 限度額

31,997,200 32,950,800

5,397,400 5,487,000

26,141,300 27,005,300

132,605,000 133,558,600計

7

農 林 水 産

土 木

利 率 償還の方法

1 公 共 事 業 等 証 券 発 行

（他の地方

公共団体と

の共同発行

を含む。）

又は普通貸

借の方法に

より政府そ

の他から起

債する。

9.0 ％ 以

内。ただ

し、利率

見直し方

式で借り

入れる政

府資金及

び地方公

共団体金

融機構資

金につい

て、利率

の見直し

を行った

後におい

ては、当

該見直し

後の利率

とする｡

借入先の融

通条件によ

るものとす

る｡ただし､

本県の都合

によりその

全部又は一

部を繰上償

還すること

がある。

証 券 発 行

（他の地方

公共団体と

の共同発行

を含む。）

又は普通貸

借の方法に

より政府そ

の他から起

債する。

9.0 ％以

内。ただ

し、利率

見直し方

式で借り

入れる政

府資金及

び地方公

共団体金

融機構資

金につい

て、利率

の見直し

を行った

後におい

ては、当

該見直し

後の利率

とする｡

借入先の融

通条件によ

るものとす

る｡ただし､

本県の都合

によりその

全部又は一

部を繰上償

還すること

がある。

第 3 表 地方債補正

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

起債の方法 利 率 償還の方法 起債の方法




